
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

　 栃木県内では今年に入りすでに７件（前年比ー２件）の交

通死亡事故が発生しています。 

　佐野市内でも１件発生し、１名の方が亡くなっています。 

　 日没の早い今の季節は、夕暮れ時から薄暮時間帯にか

て、歩行者が車にはねられて死亡するケースが多い傾向にあ

ります。 

　車を運転する際は、 

 　   ①　 前照灯の早め点灯 

 　 　 ②　 夜間走行時の原則ハイビーム 

を心がけましょう。 

　歩行者、自転車の方は、交通事故に遭わないため、 

 　 　 ①　 明るい色の服装 

 　 　 ②　 反射材を装着する 

を心がけましょう。　 　 （※交通事故発生件数は令和８年１月２０日在の件数です）

  

  

  

 　令和６年１１月に道路交通法の一部が改正され、自転

 車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対す

 る罰則が整備されました。 

　さらに、本年４月には自転車の一定の交通違反への交

通反則通制度が導入されます。「自転車安全利用五則」等

の基本的な交通ルール遵守し、適正な利用をしましょう。
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～自転車安全利用５則～ 

 １　車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先 

 ２　交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

 ３　夜間はライトを点灯 

 ４　飲酒運転は禁止 

 ５　ヘルメットを着用


